
昭和２９． ６．２０制 定 昭和４７． ７． １一部改正

昭和３１． ６．２３一部改正 昭和５０．１１．２6一部改正

昭和３６． ７．１４一部改正 昭和５８． ６．２５一部改正京都教育大学教育後援会会則
昭和３８． ９．２８一部改正 平成 ５． ７．１０一部改正

昭和４１． ７． ９一部改正 平成 ８． ７． ６一部改正

昭和４３． ６．２９一部改正

第１条 本会は，京都教育大学教育後援会と称し，事務所を京都教育大学内に置く。

第２条 本会は，京都教育大学の教育を後援することをもって目的とする。

第３条 本会は，前条の趣旨に則り，設備の充実，教職員並びに学生の研究，厚生の援助，その他

本会の目的達成のために必要な事業を行う。

第４条 本会は，本学学生の保証人及び教職員等にして，本会の趣旨に賛同するものをもって組織

する

第５条 本会に次の役員を置く。

１．会 長 １ 名 会長は，理事が互選する。

会長は，本会を代表し，会務を統轄する。

２．副 会 長 １ 名 副会長は，会長が理事中より委嘱する。

副会長は，会長を補佐し，会長の事故あるときはこれに代わる。

３．理 事 若干名 理事は，代議員が互選する。

理事は，会務を処理する。

． ， 。 ， 。４ 代 議 員 若干名 代議員は 会員が選出する ただし 便宜上推薦によることができる

代議員は，予算の審議及び重要事項を議決する。

５．会 計 １ 名 会計は，理事中より会長が委嘱する。

会計は，本会の会計を処理する。

６．会計監査 ２ 名 会計監査は，代議員が互選する。

会計監査は，本会の会計を監査する。

７．書 記 ２ 名 書記は，本学職員中より会長が委嘱し，庶務会計事務を掌る。

８．顧 問 若干名 顧問は，理事会の推薦した本学教職員を会長が委嘱する。

顧問は，会長の諮問に応じ，又は本会の会議に出席し意見を述べるこ

とができる。

第６条 役員の任期は１年とする。ただし，重任を妨げない。

第７条 本会は，毎年７月末日までに総会を開き，会務の報告，決算の承認，役員の改選，予算及

び重要な事項を議決する。

定期総会のほか，必要に応じ臨時総会を開くことができる。ただし，臨時総会の招集困難

なときは，代議員会をもって総会に代えることができる。

第８条 本会の経費は，会費，事業収入及び寄付金等をもって充てる。

第９条 会費は，一口30,000円とし，全額を入会当初に納入することを原則とする。

第１０条 本会の会計年度は，４月１日に始まり翌年３月３１に終る。

第１１条 本会則の変更は代議員会で行い，総会の承認を得るものとする。

附則 本会則は，昭和２９年６月２０日より実施する。


